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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】中間合金及び特定の組成を有するテクスチャフ
リーＮｉ基超合金、並びにそれらの作製方法の提供。
【解決手段】約５～１５重量％のＣｏ、１０～２０重量
％のＣｒ、３～６重量％のＭｏ、３～６重量％のＷ、２
～４重量％のＡｌ、４．２～４．７重量％のＴｉ、０．
０１～０．０５重量％のＺｒ、０．０１５～０．０６０
重量％のＣ、０．００１～０．０３０重量％のＢを含み
、残部が実質的にＮｉを含む粉末を少なくとも部分的に
溶融して固化し、柱状結晶領域２０６と柱間結晶領域２
０４とを含む樹枝状結晶組織を含む中間合金を形成する
工程であって、樹枝状結晶組織の一次樹枝状結晶の枝の
間隔が約３μｍ未満である工程と、中間合金を、約１０
５０℃～１２５０℃の温度範囲で熱処理して、テクスチ
ャフリーＮｉ基超合金を形成する工程とを含む方法。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　約５～１５重量％のＣｏ、１０～２０重量％のＣｒ、３～６重量％のＭｏ、３～６重量
％のＷ、２～４重量％のＡｌ、４．２～４．７重量％のＴｉ、０．０１～０．０５重量％
のＺｒ、０．０１５～０．０６０重量％のＣ、０．００１～０．０３０重量％のＢを含み
、残部が実質的にＮｉを含む粉末を少なくとも部分的に溶融して固化し、柱状結晶領域（
２０６）と柱間結晶領域（２０４）とを含む樹枝状結晶組織を含む中間合金を形成する工
程であって、樹枝状結晶組織の一次樹枝状結晶の枝の間隔が約３μｍ未満である工程と、
　中間合金を、約１０５０℃～１２５０℃の温度範囲で熱処理して、テクスチャフリーＮ
ｉ基超合金（６００）を形成する工程と
を含む方法。
【請求項２】
　中間合金組成物に存在する金属カーバイドの量が、組成物の約０．５モル％未満である
、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　中間合金組成物に存在する金属カーバイドの量が、組成物の約０．３モル％未満である
、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　金属カーバイドが樹枝状結晶組織の柱間結晶領域（２０４）に主に配置される、請求項
２に記載の方法。
【請求項５】
　Ｎｉ基超合金（６００）がガンマ相マトリックスを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　Ｎｉ基超合金（６００）がガンマプライム相の析出物を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　Ｎｉ基超合金（６００）におけるガンマプライム相の量が、４０体積％より多い、請求
項６に記載の方法。
【請求項８】
　Ｎｉ基超合金（６００）が、ガンマ相マトリックスから析出した金属カーバイドを含む
、請求項５に記載の方法。
【請求項９】
　Ｎｉ基超合金（６００）に存在する金属カーバイドの量が、Ｎｉ基超合金（６００）の
組成物の約０．３モル％未満である、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　Ｎｉ基超合金（６００）が固化の際に溶融物から析出した金属カーバイドを実質的に含
まない、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　直接金属レーザー溶融（ＤＭＬＭ）を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　請求項１に記載の方法によって形成された中間合金。
【請求項１３】
　請求項１に記載の方法によって形成されたＮｉ基超合金（６００）。
【請求項１４】
　柱状結晶領域（２０６）と柱間結晶領域（２０４）とを含む樹枝状結晶組織であって、
樹枝状結晶組織の一次樹枝状結晶の枝の間隔が約３μｍ未満である、樹枝状結晶組織と、
　約５～１５重量％のＣｏ、１０～２０重量％のＣｒ、３～６重量％のＭｏ、３～６重量
％のＷ、２～４重量％のＡｌ、４．２～４．７重量％のＴｉ、０．０１～０．０５重量％
のＺｒ、０．０１５～０．０６０重量％のＣ、０．００１～０．０３０重量％のＢを含み
、残部が実質的にＮｉを含む組成物と
を含む、中間合金。
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【請求項１５】
　中間合金に存在する金属カーバイドの量が組成物の約０．５モル％未満である、請求項
１４に記載の中間合金。
【請求項１６】
　中間合金に存在する金属カーバイドの量が、組成物の約０．３モル％未満である、請求
項１５に記載の中間合金。
【請求項１７】
　金属カーバイドが、樹枝状結晶組織の柱間結晶領域（２０４）に主に配置される、請求
項１５に記載の中間合金。
【請求項１８】
　約５～１５重量％のＣｏ、１０～２０重量％のＣｒ、３～６重量％のＭｏ、３～６重量
％のＷ、２～４重量％のＡｌ、４．２～４．７重量％のＴｉ、０．０１～０．０５重量％
のＺｒ、０．０１５～０．０６０重量％のＣ、０．００１～０．０３０重量％のＢを含み
、残部が実質的にＮｉを含む組成物と、
　ガンマ相マトリックスと、
　ガンマプライム相の析出物と、
　Ｎｉ基超合金（６００）に存在する金属カーバイドの量がＮｉ基超合金（６００）の約
０．３モル％未満である、ガンマ相マトリックスから析出した金属カーバイドと
を含み、
金属カーバイドの平均サイズが約１μｍ未満である、
テクスチャフリーＮｉ基超合金（６００）。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ニッケル基（Ｎｉ基）超合金及びその作製方法に関する。より詳しくは、本
発明は、中間合金及び特定の組成を有するテクスチャフリーＮｉ基超合金、並びにそれら
の作製方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｎｉ基超合金は、高温、しばしばその絶対融解温度を０．７超える温度で実質的なクリ
ープ抵抗性及び酸化抵抗性を有し、高温で使用されるように設計することができる非常に
有用な一連の合金である。特に興味深い１つの型の高温ニッケル基合金は、所望のクリー
プ、並びに例えば酸化抵抗性及び高温腐食抵抗性などの環境特性を有するように設計され
た鋳造型である。特に高温ガス流路コンポーネントにおいて広く使用されているニッケル
基組成物の１つは、Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｃｏｍｐａｎｙによって商標登
録されたＲｅｎｅ８０（商標）材料である。
【０００３】
　付加製造は、典型的に積層状に層を配置して、それらをその場で結合させることによる
付加プロセスを通してデジタルモデルから直接３次元オブジェクトを加工する一連の新興
技術である。サブトラクション（例えば、切断及びせん断）及び形成（例えば、スタンピ
ング、ベンディング、及びモールディング）を伴う従来の製造プロセスとは異なり、付加
製造は、材料を共に結合させて、製品を製造する。
【０００４】
　例えばニッケル基超合金で作製されるタービンエンジンの高温ガス流路コンポーネント
などのある一定のコンポーネントは、付加製造技術の設計の融通性により恩恵を受けるこ
とができる。しかし、付加製造法は、ニッケル基超合金の製造可能性において、及びさら
に従来の鋳造法によって製造されたニッケル基超合金と類似の特性を有するニッケル基超
合金の作製において、ある一定の問題を有し得る。それゆえ、付加製造法を使用して製造
することができ、その鋳造相対物と類似の特性を有するニッケル基超合金を設計すること
が望ましい。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１３／２６３９７７号明細書
【発明の概要】
【０００６】
　簡単に説明すると、一実施形態は方法に向けられる。方法は、約５～１５重量％のＣｏ
、１０～２０重量％のＣｒ、３～６重量％のＭｏ、３～６重量％のＷ、２～４重量％のＡ
ｌ、４．２～４．７重量％のＴｉ、０．０１～０．０５重量％のＺｒ、０．０１５～０．
０６０重量％のＣ、０．００１～０．０３０重量％のＢを含み、残部が実質的にＮｉを含
む粉末を少なくとも部分的に溶融して固化し、柱状結晶領域と柱間結晶領域とを含む樹枝
状結晶組織を含む中間合金を形成する工程を含む。樹枝状結晶組織の一次樹枝状結晶の枝
の間隔は、約３μｍ未満である。方法はさらに、約１０５０℃～約１２５０℃の温度範囲
で中間合金を熱処理して、テクスチャフリー超合金を形成する工程を含む。
【０００７】
　別の実施形態は、中間合金に向けられる。中間合金は、柱状結晶領域と柱間結晶領域と
を含む樹枝状結晶組織を含む。樹枝状結晶組織の一次樹枝状結晶の枝の間隔は、約３μｍ
未満である。中間合金は、約５～１５重量％のＣｏ、１０～２０重量％のＣｒ、３～６重
量％のＭｏ、３～６重量％のＷ、２～４重量％のＡｌ、４．２～４．７重量％のＴｉ、０
．０１～０．０５重量％のＺｒ、０．０１５～０．０６０重量％のＣ、０．００１～０．
０３０重量％のＢを含み、残部が実質的にＮｉを含む組成を有する。
【０００８】
　別の実施形態は、Ｎｉ基超合金に向けられる。Ｎｉ基超合金は、約５～１５重量％のＣ
ｏ、１０～２０重量％のＣｒ、３～６重量％のＭｏ、３～６重量％のＷ、２～４重量％の
Ａｌ、４．２～４．７重量％のＴｉ、０．０１～０．０５重量％のＺｒ、０．０１５～０
．０６０重量％のＣ、０．００１～０．０３０重量％のＢを含み、残部が実質的にＮｉを
含む組成を含む。Ｎｉ基超合金は、ガンマ相マトリックス、ガンマプライム相の析出相、
及びガンマ相マトリックスから析出した金属カーバイドを含む。Ｎｉ基超合金に存在する
金属カーバイドは、組成の約０．３モル％未満であり、金属カーバイドの平均サイズは約
１μｍ未満である。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
　本発明のこれら及び他の特徴、態様、及び利点は、添付の図面を参照して以下の詳細な
説明を読むと、よりよく理解されるであろう。
【図１】基本Ｒｅｎｅ８０組成物を使用することによって形成された鋳造時合金の先行技
術の低倍率ミクロ組織画像を説明する図である。
【図２】基本Ｒｅｎｅ８０組成物を使用することによって形成され、直接金属レーザー溶
融（ＤＭＬＭ）プロセスによって加工された完成時合金の低倍率ミクロ組織画像を説明す
る図である。
【図３】基本Ｒｅｎｅ８０組成物を使用することによって形成された鋳造時合金の先行技
術のミクロ組織画像を説明する図である。
【図４】基本Ｒｅｎｅ８０組成物を使用することによって形成され、ＤＭＬＭプロセスに
よって加工された完成時合金の高倍率ミクロ組織画像を説明する図である。
【図５】基本Ｒｅｎｅ８０組成物を使用することによって形成され、ＤＭＬＭプロセスに
よって加工された完成時合金の高倍率ミクロ組織画像を説明する図である。
【図６】基本Ｒｅｎｅ８０組成物を使用することによって形成され、ＤＭＬＭプロセスに
よって加工されたニッケル基超合金の低倍率ミクロ組織画像を説明する図である。
【図７】本発明の技術の実施形態に従って、ＤＭＬＭプロセスによって加工されたＮｉ基
超合金の低倍率ミクロ組織画像を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１０】
　本発明は、一般的に、ニッケル基（Ｎｉ基）超合金を含むシステム、並びに比較的高温
を特徴とする環境内で作動し、それゆえ過酷な酸化環境及び高い力学的応力を受けるＮｉ
基超合金を形成する方法に適用可能である。そのようなコンポーネントの顕著な例には、
タービンノズル及びブレード、シュラウド及びガスタービンエンジンの出力増大ハードウ
ェアが挙げられる。本発明の利点を、ガスタービンエンジンのハードウェアを参照して説
明するが、本発明の教示は、一般的に、高温及び厳しい環境で使用することができる任意
のコンポーネントに適用可能である。
【００１１】
　本明細書及び特許請求の範囲を通して本発明において使用される近似を示す用語は、そ
れが関連する基本的な機能に変化を生じることなく許容可能に変化し得る任意の定量的表
現を修飾するために適用され得る。したがって、「約」及び「実質的に」などの用語又は
複数の用語によって修飾される値は、明記された正確な値に限定されない。いくつかの例
において、近似を示す用語は、値を測定するための機器の精度に対応し得る。本明細書及
び特許請求の範囲全体を通して、範囲の制限を組合せて及び／又は相互交換してもよく、
そのような範囲は、同定され、本文又は用語がそれ以外であることを示している場合を除
き、その中に含まれるすべての小範囲を含む。
【００１２】
　以下の明細書及び特許請求の範囲において、単数形「１つの」、「１つの（ａｎ）」、
及び「その」は、本文が明確にそれ以外であることを示している場合を除き、複数形を含
む。本明細書において使用される用語「又は」は、排他的であることを意味するのではな
く、本文が明白にそれ以外であることを示している場合を除き、存在する参照コンポーネ
ントの少なくとも１つを指し、参照コンポーネントの組合せが存在し得る例を含む。
【００１３】
　本明細書において使用される用語「し得る」及び「あり得る」は、一連の状況において
、明記された特性、特徴、又は機能の保有が起こる可能性を示すか、及び／又は修飾され
る動詞に関連する能力、実行可能性、又は可能性の１以上を表現することによって別の動
詞を修飾する。したがって、「し得る」及び「あり得る」の使用は、何らかの状況におい
て、修飾される用語が時に適切でない、可能でない、又は好適ではないことがあり得るこ
とを考慮に入れながら、修飾される用語が、表記の能力、機能、又は使用にとって見たと
ころ適切、可能、又は好適であることを示す。
【００１４】
　本明細書において記述される本発明の実施形態は、技術の現状の顕著な短所に取り組む
。いくつかの実施形態は、付加製造技術を使用して、中間合金及びＮｉ基超合金を作製す
る方法を示す。さらに、他のいくつかの実施形態は、付加製造技術を使用してテクスチャ
フリーＮｉ基超合金を作製する方法を示す。
【００１５】
　付加製造は、デジタル３次元（３Ｄ）設計データを使用して、材料の堆積層を追加する
ことによってコンポーネントを製造するプロセスを指す。材料は、コンポーネントを積層
状に製造するために粉末型で使用され得る。付加製造は、３Ｄ印刷、ラピッドプロトタイ
ピング（ＲＰ）、ダイレクトデジタルマニュファクチャリング（ＤＤＭ）、積層造形、及
びアディティブファブリケーションを含み得る。付加製造は、複雑な設計を有する組織の
製造を容易にするデザイン・ドリブン製造プロセスであることが好ましい。さらに、付加
製造は、高い設計自由度、機能的特色の最適化及び統合、並びに比較的高度の製品カスタ
ム化を提供する。
【００１６】
　付加製造は、例えば、選択的レーザー焼結、直接金属レーザー焼結、選択的レーザー溶
融、及び直接金属レーザー溶融等などのある特定のプロセスを含み得る。本明細書におい
て開示される実施形態は、直接金属レーザー溶融（ＤＭＬＭ）プロセスを参照して記述す
るが、必要な設計及びプロセスの変更を加えた他の付加製造技術を、本明細書において開
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示される中間合金、Ｎｉ基超合金、又は中間合金とＮｉ基超合金の両方を生成するために
使用してもよい。
【００１７】
　ある実施形態では、ＤＭＬＭプロセスは、製造プラットフォームに粉末材料の薄層を適
用することによって始まる。レーザー光線を使用して１以上の定義された部分で粉末を溶
融又は融合させる。一例において、部分は、コンピューターが作成するコンポーネント設
計データによって定義され得る。次に、粉末の第二層を前回の粉末層の上に適用する。任
意で、粉末の第二層を適用する前に、製造プラットフォームを調節してもよい（例えば、
低下させてもよい）。さらに、粉末の第二層の材料は、粉末の第二層の材料を１以上の既
定の部分で下層に結合させるために溶融又は融合され得る。同様に、次の粉末層を第二の
層の上に堆積させて、これらの次の層における１以上の部分を溶融して固化し、隣接する
層の間で結合を形成させることができる。さらに、中間工程での又はすべての層を積層後
の溶融部分は、必要なサイズ及び形状の所望のコンポーネントにおいて固化され得る。そ
の上、いくつかの実施形態では、例えば必要なミクロ組織及び高温安定性などの所望の特
性をコンポーネントに付与するために、得られたコンポーネントにさらなる熱処理を行う
ことができる。
【００１８】
　Ｎｉ基超合金のミクロ組織は、超合金の組成に依存し得る。そのため、サービスの際に
、Ｎｉ基超合金で作製されたコンポーネントが示す特性は、超合金の組成に依存する。さ
らに、サービスの際に、このＮｉ基超合金で作製されたコンポーネントが示す特性はまた
、コンポーネント形成時の超合金を作製する方法にも依存する。特に、Ｎｉ基超合金にお
いて、製造方法及びコンポーネントに行われるさらなる熱処理は、コンポーネントの強度
及びロバストネスを左右し得る。
【００１９】
　いくつかの実施形態では、ＤＭＬＭプロセスを使用して、Ｎｉ基超合金からコンポーネ
ントを製造する。Ｎｉ基超合金は、高温及び／又は高圧での応用にとって望ましい、高温
強度、酸化抵抗性、及びクリープ抵抗性などの、しかしこれらに限定されるわけではない
特性を得るのを補助する組成を有する。ガスタービンコンポーネントに使用され得るＮｉ
基超合金組成物の一例は、Ｒｅｎｅ８０（商標）組成物である。標準的なＲｅｎｅ８０組
成物は、コバルト（Ｃｏ）、クロム（Ｃｒ）、モリブデン（Ｍｏ）、タングステン（Ｗ）
、アルミニウム（Ａｌ）、チタン（Ｔｉ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、炭素（Ｃ）、及びホ
ウ素（Ｂ）をニッケル（Ｎｉ）と共に含み得る。必要とされる応用に応じて、これらの元
素の各々の量は、所定の標準的なＲｅｎｅ８０合金において望ましい程度に変化し得る。
いくつかの実施形態では、約５～１５重量％のＣｏ、１０～２０重量％のＣｒ、３～６重
量％のＭｏ、３～６重量％のＷ、２～４重量％のＡｌ、４．８～５．２重量％のＴｉ、０
．０１～０．０５重量％のＺｒ、０．１５～０．２重量％のＣ、０．００１～０．０３０
重量％のＢを含む標準的なＲｅｎｅ８０組成物が、ガスタービンコンポーネントにおいて
使用される所定の応用のために使用される。この標準的なＲｅｎｅ８０組成物は、本出願
において以降「基本Ｒｅｎｅ８０組成物」と呼ばれ得る。
【００２０】
　一般的に、基本Ｒｅｎｅ８０組成物を使用して形成されるＮｉ基超合金は、ガンマ（γ
）相を含むマトリックスを含む。ガンマ相は、面心立方（ｆｃｃ）格子と無秩序に分布し
た異なる種の原子とを有する固溶体である。いくつかの実施形態では、Ｎｉ基超合金はさ
らに、ガンマ－プライム（γ’）相及び／又はガンマダブルプライム（γ’’）相の析出
物を含む。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、基本Ｒｅｎｅ８０組成を有するＮｉ基超合金を、ＤＭＬＭプ
ロセスを使用して加工して、加工後に熱処理を行う場合、超合金は、鋳造プロセスなどの
他のプロセスによって形成された同じ組成の超合金と比較して異なるクリープ現象を有す
ることが観察される。いかなる理論にも拘束されないが、本発明者らは、クリープ現象の
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この差が、ＤＭＬＭプロセスの結果として基本Ｒｅｎｅ８０組成物の完成時超合金に存在
するミクロ組織の差によるものであると考えている。おそらくＤＭＬＭプロセスにおいて
達成される冷却速度が大きいために、Ｎｉ基超合金をＤＭＬＭプロセスによって作製する
場合に形成されるミクロ組織は、従来の鋳造又はインベストメント鋳造プロセスを使用し
て合金を作製する場合に形成されるミクロ組織とは明白に異なる。
【００２２】
　図１は、基本Ｒｅｎｅ８０組成物の鋳造時合金１００の先行技術の低倍率ミクロ組織画
像を説明し、図２は、ＤＭＬＭ法によって加工された基本Ｒｅｎｅ８０組成物の完成時合
金２００の低倍率ミクロ組織を説明する。本明細書において使用される用語「鋳造時合金
」は、通常の鋳造法を使用して作製された合金を意味し、用語「完成時合金」は、ＤＭＬ
Ｍプロセスを使用して作製された合金を意味する。基本Ｒｅｎｅ８０組成物の完成時合金
２００のミクロ組織は、柱状結晶組織を含む。しかし、図２で説明される実施形態では、
柱状結晶組織は小さすぎて、図１の鋳造時合金１００で説明される倍率と同じ倍率ではい
かなるより微細な細部にも分解することができない。図３は、２０μｍの倍率スケールで
基本Ｒｅｎｅ８０組成物の先行技術の鋳造時合金１００の別の画像を示す。図４及び５は
、基本Ｒｅｎｅ８０組成物の完成時合金２００の比較的高倍率の画像（図２より）を示す
。詳細には、図４及び５はそれぞれ、１μｍ（μｍ）及び５００ナノメートル（ｎｍ）の
倍率スケールで基本Ｒｅｎｅ８０組成物の完成時合金２００を説明する。
【００２３】
　図３の鋳造時合金１００を図４及び５の完成時合金２００と比較すると、図３の鋳造時
合金１００に存在するカーバイド１０２は、合金１００では無秩序に散乱していることが
観察されるが、図４及び５の完成時合金２００で見られるカーバイド２０２は、柱間結晶
領域２０４に選択的に位置することが観察されることが認められ得る。柱間結晶領域２０
４は、ＤＭＬＭプロセスの識別特性として存在する完成時合金２００の柱状結晶領域２０
６によって定義される。
【００２４】
　さらに、図３で見られる基本Ｒｅｎｅ８０組成物の鋳造時合金１００のミクロ組織に存
在するカーバイド１０２は、図４及び５で見られる基本Ｒｅｎｅ８０組成物の完成時合金
２００のミクロ組織に存在するカーバイド２０２とは、その形態及び分布が明白に異なる
ことに注目することができる。例えば、鋳造時合金１００のカーバイド１０２は、完成時
合金２００の柱間結晶領域２０４に存在するカーバイド２０２と比較してサイズが比較的
大きい。例えば、鋳造時合金１００に存在するカーバイド１０２は約２～１０μｍ（μｍ
）の平均直径を有し得るが、図４及び５で見られる完成時合金２００において観察される
カーバイド２０２の平均直径は約３００ナノメートル（ｎｍ）未満である。
【００２５】
　その上、本発明者らは、基本Ｒｅｎｅ８０組成物の完成時合金２００の柱間結晶領域２
０４に存在するカーバイド２０２の数が比較的多く、柱間結晶領域２０４においてカーバ
イドのフィルム又はアレイなどの実質的に密接配置のセクションを形成することを観察し
ている。完成時合金２００の柱間結晶領域２０４におけるより小さいカーバイドがこのよ
うなフィルム又はアレイを形成することは、予想外であり、これまで認識されていなかっ
た。例として、鋳造時合金１００では、そのような実質的に密接配置のセクションは一般
的に見出されていない。
【００２６】
　一般的に、Ｎｉ基超合金の強化機構は、複雑であることが知られており、結晶粒並びに
結晶粒界における金属間相及びカーバイドの析出を主に伴う。Ｎｉ基超合金において見出
されるカーバイドには３つのタイプ、すなわちＭＣタイプ、Ｍ23Ｃ6タイプ、及びＭ6Ｃタ
イプのカーバイドが存在し得る。ＭＣタイプのカーバイドは、ＭＣ組成を有するカーバイ
ドであり、式中Ｍは金属でＣは炭素である。ＭＣタイプカーバイドは、一次カーバイド又
は固化タイプカーバイドとしても知られており、二次カーバイド（例えば、Ｍ23Ｃ6タイ
プ、及びＭ6Ｃタイプのカーバイド）の炭素源として作用する。結晶粒界に存在する一次
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及び二次カーバイドは、Ｎｉ基超合金によって作製されるコンポーネントの形成又はサー
ビスの際に転位及び結晶粒界のいかなる運動も妨害し得る。
【００２７】
　完成時合金２００の柱間結晶領域２０４において観察されるカーバイド２０２の高い数
密度及び密接配置は、完成時合金２００のさらなる熱処理の際の任意の結晶粒成長を妨害
し得る。その上、密接配置のカーバイド２０２は、完成時合金２００によって作製される
コンポーネントの形成又はサービスの際の熱処理を通して、結晶粒の応力緩和を有効に制
限し得る。加えて、応力の増大に適応できないことにより、合金にクラックの形成が起こ
り得て、それによってこれらの合金によって作製されるコンポーネントの力学的完全性及
び高温特性を損ない得る。
【００２８】
　図６は、基本Ｒｅｎｅ８０組成物の完成時合金２００の熱処理後に得られるＮｉ基超合
金６００の低倍率ミクロ組織を示す。熱処理は、熱間等方圧加圧（ＨＩＰ）プロセスを使
用して約１２００℃で行われる。図２の完成時合金２００のミクロ組織を図６のＮｉ基超
合金６００のミクロ組織と比較すると、Ｎｉ基超合金６００の結晶粒サイズの増加は、完
成時合金２００の結晶粒サイズとは有意差がないことが観察される。結晶粒成長のこの欠
如は、完成時合金２００の十分に固定されたミクロ組織によるものであり得る。加えて、
完成時合金２００の結晶粒の柱状結晶の性質及びその後のテクスチャは、この方法によっ
て形成されたＮｉ超合金６００において良好に維持される。したがって、ある実施形態で
は、ＤＭＬＭプロセスによって得られた完成時合金２００の熱処理後に形成された基本Ｒ
ｅｎｅ８０組成物のＮｉ基超合金６００は、例えば異方性クリープ現象などの実質的に異
方性の力学的特性を有し得る。いくつかの実施形態では、Ｎｉ基超合金６００のクリープ
特性の減少及びクリープ能の方位変化は望ましくない。いかなる特定の理論にも拘束され
ないが、本発明者らは、この変化したクリープ現象は完成時合金２００の熱処理時の結晶
粒成長の減少のためであると考えている。
【００２９】
　例えば、高温ガス通路部コンポーネントなどのいくつかの応用に関して、実質的に等軸
の結晶粒、ガンマプライム及びカーバイドの微細分散を有するガンマ－ニッケル固溶体の
マトリックスを含むＮｉ基超合金ミクロ組織は、カーバイドフィルム又は相を実質的にも
ろくすることなく結晶粒界について望ましい。
【００３０】
　これらの実施形態のいくつかにおいて、Ｎｉ基超合金６００のクリープ特性は、熱処理
の際に完成時合金２００の結晶粒の成長を可能にすることによって改善され得る。さらに
、いくつかの実施形態では、無秩序な配向を生じる結晶粒の成長は、ＤＭＬＭプロセスに
よって製造された合金の特性を、熱処理した鋳造時合金の特性により厳密にマッチさせる
ために望ましい。
【００３１】
　いかなる特定の理論にも拘束されないが、本発明者らは、完成時合金２００の結晶粒の
再結晶化及び実質的に等軸配向を有する結晶粒の成長が、ＤＭＬＭプロセスによって製造
された合金の柱間結晶領域２０４における微細なカーバイドのフィルム又はアレイの形成
を低減させることによって形成され得ると想像する。本明細書において記述されるそのよ
うな実施形態は、完成時合金２００の柱間結晶領域２０４におけるカーバイド含有量を減
少させることに向けられる。
【００３２】
　ある実施形態では、結晶粒界におけるカーバイド含有量は、最初の反応性粉末中の炭素
含有量を減少させること、カーバイド形成に関与する金属含有量を減少させること、利用
可能な炭素を使用してより多くの一次カーバイド形成を可能にして二次カーバイド形成を
妨害すること、二次カーバイドを形成する傾向がある材料よりも他の元素と反応するよう
に利用可能な炭素を向けること、炭素含有量を結晶粒領域に向けること、又はそれらの組
合せによってカーバイドの結晶粒界凝集を妨害することなどの、しかしこれらに限定され
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るわけではないアプローチを使用することによって、減少し得る。
【００３３】
　本明細書において記述されるいくつかの実施形態は、二次カーバイド形成に関与する金
属元素の割合を任意で減少させることと共に、最初の開始粉末における炭素量を減少させ
ることによって、結晶粒界におけるカーバイド形成を減少させる方法に向けられる。ある
実施形態では、ＤＭＬＭプロセスによる加工のために考慮される最初の開始粉末に存在す
る炭素の量を、Ｎｉ基超合金を形成するために使用される粉末において一般的に使用され
る炭素含有量と比較して減少させる。例えば、基本Ｒｅｎｅ８０組成物を有するＮｉ基超
合金において、炭素含有量が約０．１５重量％～約０．２重量％の範囲であれば、ある実
施形態では使用される変更組成物は、全粉末組成物の０．１５重量％未満である炭素含有
量を有する。
【００３４】
　いくつかの実施形態では、一次カーバイド形成元素の量も同様に、ＤＭＬＭプロセスに
よってＮｉ基超合金の形成のために使用される開始粉末における炭素含有量を減少させる
ことと共に減少させる。いくつかの実施形態では、開始粉末におけるチタンの量は、形成
される合金におけるカーバイド形成を制限するために、炭素元素を制限することと共に制
限される。例えば、鋳造のために使用される基本Ｒｅｎｅ８０粉末組成物において、チタ
ンが一般的に約４．８重量％～約５．２重量％の範囲で存在する場合、本発明のある実施
形態では使用される変更Ｒｅｎｅ８０粉末組成物は、全粉末組成物の４．７重量％未満の
チタン含有量を有する。
【００３５】
　炭素含有量を減少させることと共に、一次カーバイド形成元素の量を減少させることは
、基本Ｒｅｎｅ８０組成物の鋳造時合金１００と名目上類似の完成時合金２００のマトリ
ックス合金化学を保持するために特に有益である。本明細書において使用されるように、
「マトリックス合金化学」は、マトリックス相の合金組成を表す。マトリックス合金化学
を保持することは、例えば相不安定、形成された合金の強度の減少、様々な相間での格子
の不整合などの合金化学関連特性のいくつかの変化を実質的に回避するために特に有益で
ある。
【００３６】
　開始粉末における炭素含有量を減少させることに加え、又は減少させることの代わりに
、いくつかの実施形態では、２つ以上の一次カーバイド形成金属元素の量もまた減少させ
る。ある実施形態では、一次カーバイド形成金属元素の全量を、開始粉末の全組成物の５
重量％未満に減少させる。一次カーバイド形成金属元素のこの減少は、炭素含有量を減少
させることと共に、又は減少させることの代わりに行われ得る。本明細書において使用さ
れる「一次カーバイド形成金属元素」は、ＤＭＬＭプロセスを使用して完成時合金２００
を形成する通常の加工条件で一次カーバイドを形成し得る金属元素を含み、このように形
成されたカーバイドは、完成時合金２００の柱間結晶領域２０４へと分離する可能性を有
する。いくつかの実施形態では、一次カーバイド形成金属元素には、周期表の４Ａ族及び
５Ａ族の遷移金属元素が挙げられ得る。一次カーバイド形成金属元素の非制限的な例には
、チタン、ジルコニウム、ハフニウム、バナジウム、ニオビウム、及びタンタルの１以上
が挙げられ得る。いくつかの実施形態では、一次カーバイド形成金属元素の量の減少は、
開始粉末における炭素レベルの減少に加えて行われ、炭素レベルの減少に比例し得る。一
実施形態では、一次カーバイド形成金属元素の総原子百分率の減少は、開始粉末における
炭素の原子百分率減少に実質的に等しい。
【００３７】
　さらに、いかなる理論にも拘束されないが、本発明者らは、炭素及びカーバイド形成金
属元素の百分率が、変更Ｒｅｎｅ８０組成物によってＲｅｎｅ８０合金を形成するために
使用される最初の粉末中の決定された値より低い場合、合金において形成される一次カー
バイド（ＭＣタイプの）は、それ自身の溶融物からの固化の際ではなくてむしろ、固化後
の冷却時にガンマ相マトリックスから主に析出すると考えている。このことは、炭素及び
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カーバイド形成金属が比較的大量に存在して固化タイプの（すなわち、溶融物から固化す
る）一次カーバイド析出の形成を誘導する、基本Ｒｅｎｅ８０組成物による合金の形成と
は対比をなす。基本Ｒｅｎｅ８０組成物において形成されたこれらの固化タイプカーバイ
ドは、結晶粒界の中及びその周囲に存在することが観察されている。しかし、変更Ｒｅｎ
ｅ８０組成物においてガンママトリックスから析出する一次カーバイドは、結晶粒界に限
定されない。ガンマ相マトリックスから析出する一次カーバイドは、完成時合金２００の
ミクロ組織全体に十分に分布することが好ましいが、樹枝状結晶の柱間結晶領域に選択的
に分布する。その結果、変更Ｒｅｎｅ８０組成物（より低い量の炭素及びカーバイド形成
元素を有する）を使用してＤＭＬＭプロセスから形成された完成時合金２００を熱処理す
る場合、ミクロ組織に良好に分散した一次カーバイドは、その後の熱処理の際に二次カー
バイド（Ｍ23Ｃ6／Ｍ6Ｃ）へと再析出して、このように形成された熱処理Ｎｉ基超合金の
結晶粒及び結晶粒界の両方に良好に分散され得る。
【００３８】
　いくつかの実施形態では、ＤＭＬＭプロセスを使用して完成時合金２００を作製する方
法は、約５～１５重量％のＣｏ、１０～２０重量％のＣｒ、３～６重量％のＭｏ、３～６
重量％のＷ、２～４重量％のＡｌ、４．２～４．７重量％のＴｉ、０．０１～０．０５重
量％のＺｒ、０．０１５～０．０６０重量％のＣ、０．００１～０．０３０重量％のＢを
含み、残部が実質的にＮｉを含む粉末を少なくとも部分的に溶融して固化する工程を含む
。ある実施形態では、チタン含有量は、粉末の約４．２重量％～約４．７重量％の範囲で
あり得て、いくつかの実施形態では、チタン含有量は、粉末の約４．４重量％～約４．６
重量％の範囲であり得る。さらに、ある実施形態では、炭素含有量は、粉末の約０．０１
重量％～約０．０４重量％の範囲であり得て、いくつかの実施形態では、炭素含有量は、
粉末の約０．０１重量％～約０．０３重量％の範囲であり得る。本明細書において提供さ
れる選択された炭素範囲は、結晶粒及びセル間境界におけるカーバイドの密な分布を減少
させるために特に役立つ。
【００３９】
　いくつかの実施形態では、完成時合金２００は、粉末の約０．０１５重量％～約０．０
６０重量％の範囲の炭素と、約４．２重量％～約４．７重量％の範囲の量のチタンとを有
する変更Ｒｅｎｅ８０組成物を有する粉末を使用することによって形成される。上記の変
更Ｒｅｎｅ８０組成物を有する粉末を使用して形成されるこの完成時合金２００は、本出
願において以降「中間合金」と呼ばれ得る。
【００４０】
　いくつかの実施形態では、中間合金の製造においてＤＭＬＭプロセスの一部として部分
的な溶融及び固化が行われ得る。本明細書において既に記述したように、変更Ｒｅｎｅ８
０組成物を溶融して固化することによって形成される中間合金は、柱状結晶領域を有する
。柱状結晶領域は、選択配向を有する伸長した樹枝状結晶領域である。柱状結晶領域は、
固化工程の際の特定の方位での競合的成長の結果として形成され得る。柱間結晶領域は、
隣接する柱状結晶領域の間の領域である。樹枝状結晶の成長は、金属、合金、及び多くの
他の材料が低い熱勾配下で固化する際に遭遇する結晶成長の一般的な型である。樹枝状結
晶の成長は、柱状結晶領域及び柱間結晶領域を含む。
【００４１】
　樹枝状結晶又は樹枝状結晶組織は一般的に、樹枝状結晶に関連するミクロ組織パラメー
タを特徴とする。中間合金の樹枝状結晶組織のミクロ組織は通常、一次樹枝状結晶又はセ
ル状結晶の枝の間隔を特徴とする。一次樹枝状結晶の枝の間隔は、合金の固化における分
離パターンを決定するために使用される特徴的な長さのスケールである。一般的に、一次
樹枝状結晶の枝の間隔は、隣接する樹枝状結晶のコア（中心）の間の距離を測定すること
によって得られる。いくつかの実施形態では、中間合金の樹枝状結晶組織の一次樹枝状結
晶の枝の間隔は、約３μｍ未満である。ある実施形態では、中間合金の樹枝状結晶組織の
一次樹枝状結晶の枝の間隔は、約２μｍ未満である。ある実施形態では、樹枝状結晶組織
の一次樹枝状結晶の枝の間隔は、約３μｍ未満である。中間合金は、約５～１５重量％の
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Ｃｏ、１０～２０重量％のＣｒ、３～６重量％のＭｏ、３～６重量％のＷ、２～４重量％
のＡｌ、４．２～４．７重量％のＴｉ、０．０１～０．０５重量％のＺｒ、０．０１５～
０．０６０重量％のＣ、０．００１～０．０３０重量％のＢを含み、残部が実質的にＮｉ
を含む組成を有する。
【００４２】
　いくつかの実施形態では、中間合金において形成される樹枝状結晶組織は、一次樹枝状
結晶の枝及び枝の間隔のみを有し、いかなる実質的な二次的な枝及び二次的な枝の間隔も
含有しない。一次樹枝状結晶の枝及び枝の間隔のみを有するこれらの樹枝状結晶組織は、
セル組織と呼ばれる。
【００４３】
　粉末の溶融及び固化の際に、粉末に存在する元素の間で多数の化学反応が起こり、中間
合金を形成し得る。融解及び固化の際に、相対的に低レベルの炭素及びカーバイド形成金
属元素を有する中間合金は、通常レベルの炭素及びカーバイド形成金属元素を有する基本
Ｒｅｎｅ８０組成物を使用した鋳造時合金１００と比較して、比較的低レベルの金属カー
バイド形成を有し得る。したがって、方法のいくつかの実施形態では、中間合金に存在す
る金属カーバイドの量は、中間合金の組成物の約０．５モル％未満である。詳細には、中
間合金の形成のために使用される最初の粉末組成物は、中間合金の平衡カーバイド含有量
が固相線温度付近の温度で約０．５モル％未満である量のカーバイド形成体を含む。ある
実施形態では、金属カーバイドの量は、中間合金組成物の約０．３モル％未満であるよう
にさらに制限され得る。
【００４４】
　ある実施形態では、中間合金において析出する金属カーバイドは、柱状結晶及び柱間結
晶領域の両方に存在し得る。いくつかの実施形態では、金属カーバイドは、中間合金の柱
間結晶領域に配置される。柱間結晶領域に存在する金属カーバイドは、柱状結晶領域内に
存在する金属カーバイドと比較して熱処理の際により大きい程度に結晶粒の成長を妨害し
得る。いくつかの実施形態では、樹枝状結晶組織の柱間結晶領域に存在する金属カーバイ
ドの量は、中間合金組成物の約０．３モル％未満である。柱間結晶領域における金属カー
バイドの量は、ある実施形態に従って、中間合金組成物の約０．２モル％未満であるよう
にさらに制限され得る。
【００４５】
　方法はさらに、約１０５０℃～約１２５０℃の温度範囲で中間合金を熱処理して、テク
スチャフリーＮｉ基超合金を形成する工程をさらに含む。中間合金（変更Ｒｅｎｅ８０組
成物の）を熱処理することによって形成されるこのＮｉ基超合金は、本出願において以降
「改変Ｎｉ基超合金」と呼ばれ得る。
【００４６】
　改変Ｎｉ基超合金の組成は、中間合金の組成と実質的に類似の組成を有すると考えられ
ると留意され得る。特に、中間合金に熱処理を行って改変Ｎｉ基超合金を形成する場合、
中間合金のマトリックス合金化学に実質的な変化は起こらない。改変Ｎｉ基超合金のマト
リックス合金組成物は、中間合金型そのものにおいて実質的に形成される。詳細には、中
間合金を改変Ｎｉ基超合金に変換するために使用される熱処理工程は、改変Ｎｉ基超合金
の組成物を形成するためではなくて、中間合金のミクロ組織を改変Ｎｉ基超合金のミクロ
組織に変化させるために使用される加工工程である。中間合金及び改変Ｎｉ基超合金の組
成におけるわずかな変化は、存在する場合、すでに形成された中間合金と環境と間の相互
作用が原因であり得る。熱処理の際のそのような組成物のいかなる変化も、改変Ｎｉ基超
合金の約１体積％未満であるように限定される。いくつかの実施形態では、方法は、約１
１５０℃～１２５０℃の温度範囲で中間合金を熱処理して、改変Ｎｉ基超合金を形成する
工程を含む。
【００４７】
　上記のように柱間結晶領域に低いカーバイド含有量を有する中間合金に熱処理を行うと
、このように形成された改変Ｎｉ基超合金において結晶粒を実質的に成長させることがで
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きる。改変Ｎｉ基超合金は、結晶粒、結晶粒界、及び金属カーバイドを含む。金属カーバ
イドは、結晶粒又は結晶粒界に配置され得る。いくつかの実施形態では、改変Ｎｉ基超合
金は、合金の溶融物又は液体状態から析出したカーバイドを実質的に含まない。いくつか
の実施形態では、改変Ｎｉ基超合金は、固体のガンマ相マトリックスから析出した金属カ
ーバイドを含む。さらに、改変された（低下した）炭素含有量を有する粉末から得られた
Ｎｉ基超合金において等軸配向が観察される。したがって、低下した炭素含有量は実質的
に改変されたＮｉ基超合金を得るために役立つ。
【００４８】
　図７は、中間合金の熱処理後に得られる改変Ｎｉ基超合金７００の低倍率ミクロ組織を
説明する。熱処理は、約１２００℃で行われる。いくつかの実施形態では、熱処理は、熱
間等方圧加圧（ＨＩＰ）プロセスを使用して行われる。上記で開示される熱処理は、改変
Ｎｉ基超合金を形成するために、特に中間合金において所望のミクロ組織変化を形成する
ために向けられるが、例えばガンマプライム相分布の変化などの、熱処理の際に合金に起
こり得るある一定の他の強制的な変化が存在し得る。いくつかの実施形態では、熱処理中
間合金に追加の熱処理を行って、改変Ｎｉ基超合金７００が形成され得る。例として、カ
ーバイドの再析出を得るために及び／又は好ましいガンマプライム分布を達成するために
、中間合金に追加の処置を行うことができる。
【００４９】
　最初の粉末における炭素又はカーバイド形成体の量の効果は、図７の改変Ｎｉ基超合金
７００のミクロ組織を、図６に示される基本Ｒｅｎｅ８０組成物の完成時合金２００の熱
処理後に得られるＮｉ基超合金６００のミクロ組織と比較することによって、明らかに観
察することができる。改変Ｎｉ基超合金７００のミクロ組織は、Ｎｉ基超合金６００のよ
り小さい結晶粒サイズを有する柱状結晶粒と比較して、より大きい等軸の結晶粒を示す。
改変Ｎｉ基超合金７００における個々の結晶粒のサイズ及び配向を、電子後方散乱検出（
ＥＢＳＤ）技術（示していない）の使用によってさらに測定した。ＥＢＳＤは、改変Ｎｉ
基超合金７００では、基本Ｒｅｎｅ８０組成物によって得られたＮｉ基超合金６００と比
較して、熱処理後に無秩序な方位の結晶粒並びに実質的な結晶粒の成長が得られることを
示した。
【００５０】
　このように、いくつかの実施形態では、上記の方法によって形成された改変Ｎｉ基超合
金７００は、テクスチャフリーである。本明細書において使用される「テクスチャフリー
合金」は、「任意の方位の結晶選択配向が、考慮される合金の任意の代表的な領域の２０
体積％未満である合金」として定義される。いくつかの実施形態では、改変Ｎｉ基超合金
７００における結晶配向は、１０体積％未満であり、ある実施形態では、改変Ｎｉ基超合
金７００は、任意の特定の方位の結晶選択配向を実質的に有しない。
【００５１】
　改変Ｎｉ基超合金の組成が中間合金の組成と実質的に同じであることを考慮すると、い
くつかの実施形態では、改変Ｎｉ基超合金の組成物に存在する金属カーバイドの量は、組
成物の約０．５モル％未満である。金属カーバイドの量は、ある実施形態に従って改変Ｎ
ｉ基超合金組成の約０．３モル％未満であるようにさらに制限され得る。改変Ｎｉ基超合
金における金属カーバイドの量は、ある実施形態に従って改変Ｎｉ基超合金組成物の約０
．２モル％未満であるようにさらに制限され得る。さらに、改変Ｎｉ基超合金における金
属カーバイドの平均サイズは、約１μｍ未満であり得る。
【００５２】
　いくつかの実施形態では、本明細書において形成される改変Ｎｉ基超合金は、約５～１
５重量％のＣｏ、１０～２０重量％のＣｒ、３～６重量％のＭｏ、３～６重量％のＷ、２
～４重量％のＡｌ、４．２～４．７重量％のＴｉ、０．０１～０．０５重量％のＺｒ、０
．０１５～０．０６０重量％のＣ、０．００１～０．０３０重量％のＢを含み、残部が実
質的にＮｉを含む組成物を含む。改変Ｎｉ基超合金は、本明細書において上記の方法によ
って形成されてもよく、ガンマ相マトリックス、析出ガンマプライム相、及びガンマ相マ
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超合金に配置される金属カーバイドは、組成物の約０．３モル％未満であり、改変Ｎｉ基
超合金に存在する金属カーバイドの平均サイズは、約１μｍ未満である。
【００５３】
　改変Ｎｉ基超合金は、単なる炭素量の減少ではなくて、その組成物中のカーバイド含有
量が減少していることが好ましい。カーバイド含有量の減少は、例えばガンマ相及びガン
マプライム相などの合金に存在する（カーバイド以外の）異なる相の局所化学を維持する
ために役立つ。局所化学の維持は、合金がマトリックスと析出相との間にサイズの変化及
び格子不整合の変化を受けにくいという点において、特に有利である。
【００５４】
　さらに、改変Ｎｉ基超合金におけるカーバイド含有量（炭素含有量ではなくて）の減少
と、従来の経路を使用して調製された標準的な親合金と類似の局所相化学の維持は、改変
Ｎｉ基超合金の長期間のミクロ組織安定性を増強して、形成された改変Ｎｉ基超合金と既
存の標準的な合金との結合をさらに支持する。
【００５５】
　本発明のごく一部の特色を本明細書において説明及び記述してきたが、多くの改変及び
変更が当業者に想起されるであろう。したがって、添付の特許請求の範囲は、本発明の真
の趣旨に含まれるそのようなすべての改変及び変化を含むと意図されると理解すべきであ
る。
【符号の説明】
【００５６】
１００　鋳造時合金
１０２　鋳造時合金に存在するカーバイド
２００　完成時合金
２０２　完成時合金に存在するカーバイド
２０４　柱間結晶領域
２０６　柱状結晶領域
６００　Ｎｉ基超合金
７００　改変Ｎｉ基超合金
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